
保険医療機関における掲示（施設基準等） 
 

当院では、令和 6 年 6 月の診療報酬改定に基づき、書面掲示をウェ

ブサイト上の掲載を行っております。 

 

機能強化加算 

当院では『かかりつけ医』機能を有する診療所として機能強化加算を

算定しております。 

1.患者様が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を

把握し、服薬管理を行います。 

2.専門医師又は専門医療機関への紹介を行います。 

3.健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じています。 

4.保健・福祉サービスに関する相談に応じています。 

5.当院を継続的に受診されている患者様に対し、夜間・休日の問い合

わせに対応しています。 

 

 

明細書発行体制等加算 

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進してい

く観点から、平成 22 年 4 月 1 日より、領収証の発行の際に、個別の

診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しま

した。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載

されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で

会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、 

明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下

さい。 

 

 

医療情報取得加算 

当院はマイナンバーカードによる電子資格確認を行う体制を有して

おります。 

質の高い診療を実施するためにマイナンバーカードによる保険情

報・医療情報・薬剤情報を取得し、その情報を活用して診療を行って

おります。 



処方について 

処方につきまして、当院では下記のいずれの対応も可能です。 

 

・28 日以上の長期の処方を行うこと 

・リフィル処方せんを発行すること 

 

※当院では主に長期の投薬をご案内しています 

※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に

応じて担当医が判断致します。 

 

 

一般名処方加算 

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給

に向けた取り組みなどを実施しています。 

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いていま

す。当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を

指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方（一般的な

名称により処方箋を発行すること※）を行う場合があります。一般名

処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者

さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。 

※一般名処方とは 

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載すること

です。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複

数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。 

 

 

外来感染対策向上加算、連携強化加算 

当院では、感染対策として下記の取り組みを行っています。 

1.院内感染管理者を配置し、感染予防・抗菌薬適正使用についてのマ

ニュアルを作成し、職員に院内感染防止策に関する研修を実施して

います。 

2.年 2 回程度、感染対策向上加算 1 に係る届出を行った医療機関ま

たは医師会が主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加、

また、感染対策向上加算 1 に係る届出を行った医療機関または医師



会が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練に少なくとも年 1

回参加しています。 

3.新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて発熱患者の外

来診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホームページ

で公開しています。 

4.感染対策向上加算 1 を算定する他の医療機関に、定期的に感染症

の発生状況等について、報告を行っています。 

 

 

発熱外来 

当院は第二種協定指定医療機関です。 

受診歴の有無に関わらず発熱患者等の受入れをしております。 

発熱外来は、通常の診察とはお部屋を分けておりますので、発熱や

風邪症状のある方は、事前にお電話（0770-77-2753）でのご予約を

お願い致します。 

また、受診の際は自宅での検温、マスクの着用をお願い致します。 

 

 

オンライン診療のお知らせ 

かかりつけの方を対象にオンライン診療を実施しております。 

オンライン診療を受けるには、事前に堀江医師との対面診療で、オ

ンライン診療の適用可否を判断させていただく必要があります。 

オンライン診療をご希望の方は、電話または受付窓口にてご連絡く

ださい。 

※オンライン診療の初診の場合には、向精神薬を処方できませんの

でご理解のほどお願いいたします。 

 

 

在宅療養支援診療所 在宅時医学総合管理料 

在宅で療養する患者さんを対象に、緊急時の連絡体制及び 24 時間

往診・訪問看護ができる体制等を確保しています。 

  



 

禁煙外来について 

当診療所は、ニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙のた

めの治療的サポートをする禁煙外来を行っています。 

タバコを止めたい方は、お気軽にご相談下さい。 

※依然出荷停止となっている内服禁煙補助薬（チャンピックス錠）

については、処方することができません。ニコチン貼付薬（ニコチ

ネル TTS）の処方が中心となります。ご理解の程、お願い致しま

す。 

 

 

おおい町保健・医療・福祉総合施設 診療所 

 


